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衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
外
務
省
に
つ
い
て
の
マ
ス
コ
ミ
報
道
に
対
す
る
同
省
の
対
応
ぶ
り
の
矛
盾
等
に
関
す
る

質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
「
上
杉
論
文
」
に
お
け
る
�
」
に
つ
い
て
は
先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
一
日
内
閣
衆
質
一
七

〇
第
二
二
八
号
）
の
一
に
つ
い
て
等
、
ま
た
、
御
指
摘
の
「
佐
藤
氏
の
指
摘
」
に
つ
い
て
は
先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
年
十

二
月
二
日
内
閣
衆
質
一
七
〇
第
二
六
九
号
）
の
三
に
つ
い
て
等
で
累
次
に
わ
た
っ
て
お
答
え
し
て
い
る
と
お
り
、
御
指
摘
の

よ
う
な
事
実
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。

二
に
つ
い
て

御
指
摘
の
決
裁
書
は
作
成
さ
れ
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

御
指
摘
の
よ
う
な
決
裁
書
の
作
成
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。

四
に
つ
い
て

外
務
省
と
し
て
は
、
幹
部
と
考
え
ら
れ
る
職
員
に
対
し
て
確
認
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

一



五
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
ル
ー
ブ
ル
委
員
会
」
に
つ
い
て
は
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
年
六
月
二
十
四
日
内
閣
衆
質
一
六
九
第
五
四

七
号
）
の
二
か
ら
五
ま
で
に
つ
い
て
等
で
累
次
に
わ
た
っ
て
お
答
え
し
て
い
る
と
お
り
、
在
モ
ス
ク
ワ
日
本
国
大
使
館
に
お

け
る
裏
金
問
題
に
関
す
る
質
問
主
意
書
（
平
成
十
七
年
十
月
十
一
日
提
出
質
問
第
一
四
号
）
が
平
成
十
七
年
十
月
十
一
日
に

提
出
さ
れ
て
以
降
、
外
務
省
大
臣
官
房
に
お
い
て
当
時
在
ロ
シ
ア
日
本
国
大
使
館
で
勤
務
し
て
い
た
職
員
を
中
心
に
聞
き
取

り
等
の
調
査
を
行
っ
た
。
ま
た
、
御
指
摘
の
「
白
紙
領
収
書
」
に
つ
い
て
は
先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
年
六
月
十
日
内
閣
衆

質
一
六
九
第
四
六
六
号
）
の
一
、
四
か
ら
六
ま
で
及
び
八
に
つ
い
て
等
で
累
次
に
わ
た
っ
て
お
答
え
し
て
い
る
と
お
り
、
外

務
省
に
よ
る
同
行
記
者
団
に
対
す
る
白
紙
領
収
書
の
供
与
に
関
す
る
質
問
主
意
書
（
平
成
十
八
年
四
月
二
十
七
日
提
出
質
問

第
二
四
二
号
）
が
提
出
さ
れ
て
以
降
、
外
務
省
大
臣
官
房
に
お
い
て
当
時
報
道
課
で
勤
務
し
て
い
た
職
員
を
中
心
に
聞
き
取

り
等
の
調
査
を
行
っ
た
。

六
か
ら
八
ま
で
に
つ
い
て

外
務
省
と
し
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
案
を
検
討
の
上
、
適
切
に
判
断
し
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 二


